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（
経
済
産
業
委
員
会
）

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
個
人
又
は
法
人
に
よ
る
共
同
事
業
を
促
進
す
る
た
め
、
組
合
員
の
責
任
を
有
限
責
任
と
す
る
新
た
な
組
合
契

約
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
組
合
契
約

１

有
限
責
任
事
業
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う

）
は
、
個
人
又
は
法
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
価
額
を
責
任
限
度
と
し

。

て
共
同
営
利
事
業
を
営
む
こ
と
を
約
し
、
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
現
物
給
付
を
全
部
履
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
力
を

生
ず
る
契
約
（
以
下
「
組
合
契
約
」
と
い
う

）
に
よ
り
成
立
す
る
。

。

２

組
合
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
組
合
契
約
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
組
合
契
約
書
に
は
、

組
合
の
事
業
、
名
称
、
所
在
地
、
組
合
員
の
出
資
の
目
的
及
び
そ
の
価
額
等
を
記
載
す
る
ほ
か
、
こ
の
法
律
に
違
反
し
な

い
事
項
を
記
載
で
き
る
。

３

組
合
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
は
、
組
合
契
約
書
の
記
載
事
項
等
を
登
記
し
な
け
れ
ば
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
で
き

な
い
。
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二
、
組
合
員
の
権
利
及
び
義
務

１

組
合
の
意
思
決
定
は
、
原
則
と
し
て
組
合
員
全
員
で
行
い
、
組
合
員
全
員
が
業
務
執
行
に
参
加
す
る
。

２

組
合
員
は
、
そ
の
出
資
価
額
を
限
度
と
し
て
組
合
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
（
有
限
責
任
制
の
導
入

。
）

３

組
合
業
務
に
関
し
て
第
三
者
に
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
組
合
員
は
、
組
合
財
産
か
ら
損
害
賠
償
す
る
。

４

組
合
員
が
自
己
の
職
務
に
お
い
て
悪
意
又
は
重
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
組
合
員
は
、
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を

賠
償
す
る
。

５

組
合
員
は
、
組
合
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
組
合
の
組
合
財
産
と
分
別
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
組
合
員
の
加
入
及
び
脱
退

１

新
た
に
組
合
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
加
入
に
際
し
て
変
更
さ
れ
る
組
合
契
約
に
従
い
、
出
資
の
払
込
み
等
を
完
了

し
た
時
に
組
合
員
と
な
る
。

２

各
組
合
員
は
、
死
亡
、
除
名
等
の
ほ
か
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
い
て
組
合
を
脱
退
で
き
な
い
が
、
組
合
契
約
書
で

別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

四
、
計
算
等
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１

組
合
員
は
、
組
合
の
財
務
諸
表
を
作
成
し
、
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

組
合
員
の
損
益
分
配
の
割
合
は
、
出
資
比
率
に
応
じ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
が
、
総
組
合
員
の
同
意
に
よ
り
別
段
の
定

め
を
し
た
場
合
は
出
資
比
率
と
異
な
る
分
配
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

組
合
財
産
は
、
分
配
可
能
額
を
超
え
て
組
合
員
に
分
配
で
き
な
い
。

五
、
組
合
の
解
散
及
び
清
算

１

組
合
は
、
目
的
た
る
事
業
の
成
功
又
は
そ
の
成
功
の
不
能
、
組
合
員
が
一
人
に
な
っ
た
こ
と
、
総
組
合
員
の
同
意
等
に

よ
っ
て
解
散
す
る
。

２

清
算
人
の
選
任
及
び
解
任
、
清
算
人
の
業
務
執
行
の
方
法
等
に
つ
い
て
所
要
の
手
続
等
を
定
め
る
。

六
、
附
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


